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こんにちは。「Ｌｅｇａｌ Ｓｕｐｐｏｒｔ あいちだより」です。社団法人成年後見センター・リーガ

ルサポートは、成年後見に意欲的に取り組む司法書士からなる団体です。成年後見制度が施行さ

れて１０年目を迎えました。 

私共リーガルサポートあいちも、成年後見制度の歩みとともに、一歩一歩、成長努力してきま

した。最高裁判所事務総局家庭局の発表による平成２０年１月～１２月の成年後見関係事件の概

況によりますと、親族以外の第三者が成年後見人等に選任されたケース全７８６４件のうち、司

法書士が選任されたものが２８３７件と最も多くなっています。 

私共の活動を皆さまに知っていただき、一層ご利用いただければと願い、みなさんに役立つお

知らせに加え、活動の報告等を行っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

あいち福祉・リーガルネットワーク研究会の第６３回定例会を下記のとおり開催します。

福祉医療関係、行政関係、法律関係、または一般の方で成年後見制度やその周辺の問題に 

ついて興味のある方なら参加出来ます。 

記 

日 時 平成２２年４月１０日（土）午後１時～３時（受付は正午から） 

会 場 愛知県司法書士会館 ３階 中会議室  

テーマ 成年後見関連の困難事例検討・報告  

 

  成年後見業務関係者が経験した、または現在遭遇中の困難事例につき報告をします。報 

告後、報告者・出席者が車座になって検証をし、各分野からの知識・情報の共有化をはか 

り問題の解決の糸口を探る研究会としたいと考えています。 

みなさんが、事例を解決していくにあたってのヒントとなればと思います。また、この 

定例会で、実際にテーブルに載せたい事例がありましたら、リーガルサポートあいちまで、

ご連絡下さい。 

 

 
リーガルサポートあいちでは、電話での相談に対応しています。是非、ご利用下さい。 
また、成年後見制度に関する研修会や説明会の講師依頼、出張による無料面談相談（個 
別相談）にも応じますので、お問い合わせ下さい。 

  電話相談対応日  毎週月曜日から金曜日（祝日除く） 

午前１０時から午後３時まで 

受付電話番号０５２－６８３－６６９６ 

                    
 

◆電話で相談・いつでも相談・お気軽に◆

 
成年後見制度をやさしく、チャートで紹介したリー

フレットをご用意しております。後見制度のご紹介に

お役立て下さい。請求方法は、リーガルサポートあい

ちのホームページhttp://www.aba.ne.jp/~lsaichi/ をご

覧下さい。 
ホームページには、他の情報も満載です。ぜひ、お

立ち寄り下さい。 

◆リーフレットをご利用下さい◆ 

◆あいち福祉・リーガルネットワーク研究会を開催します！！◆

http://photos.groups.yahoo.co.jp/group/LS_Aichi_Vorstand/vwp?.dir=/%a3%cc%a3%d3%a4%ce%a5%ed%a5%b4&.src=gr&.dnm=%a5%ed%a5%b4.gif&.view=t&.done=http%3a//photos.groups.yahoo.co.jp/group/LS_Aichi_Vorstand/lst%3f%26.dir=/%25a3%25cc%25a3%25d3%25a4%25ce%25a5%25ed%25a5%25b4%26.src=gr%26.view=t
http://www.aba.ne.jp/%7Elsaichi/


 
 
   リーガルサポートあいちではＮＰＯ法人東濃成年後見センター理事長で、中日新聞に 
小説「老いの風景」を連載された渡辺哲雄氏を講師に迎え、下記のとおり研修を開催い 
たします。 

記 
日 時 平成２２年５月２２日（土）午後１時半～３時半 

会 場 愛知県司法書士会館 ２階 大会議室  

テーマ 放置国家と成年後見  

  
 この研修は、社団法人成年後見リーガルサポート愛知支部の総会前研修とあいち福祉・

リーガルネットワーク研究会の第６４回定例会を兼ねたもので、福祉医療関係、行政関係、

法律関係、または一般の方で成年後見制度やその周辺の問題について興味のある方なら 

参加出来ます。ご参加をお待ちしています。 

 
 

ある施設の方からの相談でした。「成年後見制度の利用をすすめても、たいした財産 
がないから必要ないよ、と言われるんですよ。財産があるかないかが問題ではなく、ご 
本人の判断能力が問題なんだと思うのですが。」 
 確かに、相談者が言われるとおりで、成年後見制度は、判断能力に衰えのある方の権利

を護るための制度です。ところが、ご家族がいらっしゃって、不便や侵害がなく事実上財

産管理がなされていれば、特に法定後見制度の利用を考えないのが現在のところ一般的の

ようです。 
申立の動機として多いのは、金融機関で本人以外による手続を断られた、不動産等の 

処分に伴い必要となった、遺産分割協議の必要が生じた、入院・施設入所等の契約上必 
要となったなどです。後見制度を利用しないでは、手続きが進まなくなった場合に、申 
し立てることがほとんどのようです。 
後見制度は、いったん利用開始がなされると、動機となった事情が解消しても（たと 

えば不動産の処分が済んだ、遺産分割が済んだとしても）ご本人がお亡くなりになるま 
で継続されることが通常ですので、利用の際には、後見人等に就任される方はそれなり 
の覚悟が必要です。その辺りも後見制度利用をすすめられる場合は、ご説明をお願いし 
ます。 

 

◆電話相談ではこんなご相談がありました◆ 

◆渡辺哲雄講師による研修会のお知らせ◆

 

 
 

◆成年後見に関する情報や研修会のお知らせなどをお知らせください◆ 

今後も成年後見に関する情報や研修会、催しなどお知らせしていきたいと考えております。み 

なさまからの情報をお待ちしております。 
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